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いせ志穂 
盛岡市議会議員

（市民会議）

お手伝いください
　いせ志穂事務所と市民会議はボランティアとカンパ
で運営されています。このニュースを知人に見せてく
ださい。ポスティングなどお手伝いいただける方は、ぜひご協力をお願いします。

カンパのお願い
　議員歳費の多くを活動につぎ込んできましたが、やるべき事が増え
る一方、議員歳費を減額。それにともない赤字が続いています。この
ご時世大変心苦しいお願いですが、カンパもよろしくお願いします。
郵便振替口座　02230-8-52327　伊勢志穂

　
「
ハ
イ
サ
イ
お
じ
さ
ん
」
や
「
花

(

す
べ
て
の
人
の
心
に
花
を)

」
な

ど
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
知
ら
れ
る
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
の
喜
納(

き
な)

昌

吉
さ
ん
（
五
十
五
歳
）
が
、

「
平
和
を
実
現
し
う
る
も
の
は
、

武
器
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
武
器

を
楽
器
に
」
と
、
七
月
十
一
日
投

票
予
定
の
参
院
選
比
例
区
に
出
馬

す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

　

国
会
に
新
風
を
�
変
化
を

　

喜
納
さ
ん
は
沖
縄
出
身
で
、

様
々
な
平
和
・
人
権
・
環
境
活
動

に
活
躍
し
て
き
ま
し
た
。ま
た「
平

和
に
向
か
っ
て
い
く
政
党
は
ど
こ

で
も
応
援
す
る
」
と
い
う
ス
タ
ン

ス
で
政
治
に
関
わ
り
続
け
て
来
ま

し
た
。(

昨
年
、
私
も
推
薦
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す)

　

政
治
家
の
家
系
で
も
、
官
僚
出

身
で
も
、
特
定
の
利
権
の
代
表
者

で
も
な
い
、
市
民
の
政
治
を
実
現

し
よ
う
と
本
気
で
考
え
行
動
す
る

政
治
家
の
登
場
に
よ
っ
て
、
国
会

に
新
風
が
吹
き
込
ま
れ
、
変
化
が

生
ま
れ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

　

市
民
の
新
し
い
政
治
を

　

前
回
の
参
院
選
挙
か
ら
制
度
が

変
更
さ
れ
、
比
例
区
で
も
候
補
者

個
人
名
で
投
票
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。(

政
党
名
も
可)

　

私
も
微
力
で
す
が
、
古
い
政
党

の
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

市
民
の
新
し
い
政
治
を
創
る
た
め
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
選
挙
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

　

簗
川
ダ
ム
取
水
計
画
縮
小
の
提

案
は
市
民
の
声
の
勝
利
で
す
。
し

か
し
、
取
水
事
業
に
は
参
加
の
方

向
で
縮
小
案
も
不
十
分
で
す
。

　

治
水
計
画
も
過
大

　

グ
ラ
フ
の
よ
う
に
治
水
計
画
も

過
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

不
安
が
残
る
東
安
庭
の
堤
防

　

葛
西
橋
地
点
で
の
流
下
能
力
は

毎
秒
三
四
〇
㌧
。
し
か
し
一
昨
年

の
台
風
で
は
、
毎
秒
三
三
五
㌧
の

流
量
で
堤
防
が
浸
食
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
安
全
の
た
め
に
は
堤

防
の
強
化
が
ま
ず
必
要
で
す
。

　

北
上
川
合
流
部
か
ら
七
百
㍍
ま

で
の
現
状
の
流
下
能
力
は
毎
秒
八

〇
〇
㌧
。
ご
く
一
部
の
護
岸
改
修

だ
け
で
、
人
家
が
密
集
す
る
地
域

で
毎
秒
六
百
㌧
の
流
下
能
力
を
確

保
で
き
ま
す
。
ダ
ム
よ
り
は
る
か

に
安
価
で
安
全
に
な
り
ま
す
。
�

利
水
・
治
水
の
総
合
見
直
し
を

　

岩
手
県
と
盛
岡
市
は
今
年
六
月

頃
ま
で
に
結
論
を
出
し
簗
川
ダ
ム

の
設
計
に
入
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
の
計
画
の
ま
ま
で
は
、
税
金

が
無
駄
な
事
業
に
費
や
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
利
水
と
治
水
の
両
方

に
わ
た
っ
た
見
直
し
を
求
め
る
声

を
上
げ
て
く
だ
さ
い
。

　

東
安
庭
�
堤
防
改
修
�
�
�
�
�
�
治
水
�
�
可
能
�

�
��
��
�
�
簗
川
�
�
取
水
計
画
�
過
大
�
�
�
�---

盛
岡
市
�
利
水
見
直
�
�

�
自
衛
隊
を
今
す
ぐ
返
そ
う
！
県
内
一
万
人
行
動
�
御
礼

　

イ
ラ
ク
で
の
日
本
人
人
質
事
件
を
う
け
て
、
署
名
や
要
請
行
動

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
四
月
九
日
〜
十
七
日
ま
で
の
緊
急
行
動
で

し
た
が
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
自
衛
隊
の
撤
退
と
武
器
に
よ
ら
な
い
支
援
を
要
望
し

続
け
ま
す
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

喜
納
昌
吉
�
��

参
議
院
比
例
区
出
馬
�

キ
ナ



(2)(3)

て
い
る
の
で
す
。  

【
高
額
所
得
者
へ
給
付
制
限
を
】

　

前
述
の
こ
と
か
ら
「
現
役
世
代

で
所
得
の
低
い
人
が
何
と
か
や
り

く
り
し
て
支
払
っ
た
年
金
を
、
所

得
の
高
い
人
た
ち
ま
で
も
が
も
ら

っ
て
い
る
」
と
い
う
構
造
が
浮
き

出
て
来
ま
す
。
年
金
給
付
財
源
が

小
さ
く
な
っ
て
い
る
中
、
高
額
の

取
得
が
あ
る
高
齢
者
に
は
給
付
を

減
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
思

い
ま
す
。

　

公
的
年
金
制
度
は
、
現
状
の
収

入
格
差
を
是
正
す
る
再
分
配
制
度

と
言
う
観
点
に
立
ち
、
格
差
の
是

正
を
一
番
の
柱
に
お
い
た
制
度
に

改
革
す
べ
き
で
す
。

　

政
治
を
変
え
よ
う

　

し
か
し
、政
府
与
党
は
、税
制
・

社
会
保
険
制
度
に
お
い
て
、
所
得

格
差
を
拡
大
す
る
方
向
で「
改
正
」

し
続
け
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
年

金
制
度
改
革
も
こ
の
通
り
で
す
。

　

税
制
・
社
会
保
障
制
度
を
公
正

な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
政
権

を
変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

与
党
の
「
数
の
横
暴
」
や
野
党

の
「
非
力
」
を
嘆
い
て
も
何
も
始

ま
り
ま
せ
ん
。
既
成
の
政
党
・
組

織
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
政
治
に
参
加
す
る
こ
と

で
、
政
治
を
変
え
ま
し
ょ
う
。  

年
金
改
革
�
考
�
�

�

必
要
�
�
�
格
差
�
是
正

�

再
分
配
�
�
�
本
来
�
�
助
�
合
�
�
制
度
�

　

国
会
議
員
の
未
納
問
題
と
辞
任
劇
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
数
々
の
疑

問
に
答
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
年
金
改
革
関
連
法
案
は
自
民
・
公
明

両
党
な
ど
に
よ
る
強
行
採
決
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。 

国
民
世
論
を

無
視
し
た
強
行
採
決
に
私
は
怒
り
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

　

本
来
は
国
民
の
中
で
急
速
に
広
が
る
所
得
格
差
を
是
正
す
る
よ
う
な

年
金
改
革
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

審
議
で
生
ま
れ
て
き
た
疑
問

１
．
保
険
料
の
値
上
げ
、
給
付
額

の
値
下
げ
は
ど
の
く
ら
い
か
。

２
．
改
革
で
未
納
者
が
減
る
か
。

３
．
社
会
保
険
庁
へ
の
流
用
問
題
。

４
．
年
金
に
関
す
る
収
支
や
資
産
、

負
債
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

５
．
年
金
制
度
へ
の
信
頼
が
取
り

戻
さ
れ
る
か
。     

�
納
付
・
給
付
額
固
定
�
の
ウ
ソ

【
政
府
の
説
明
】

●
二
〇
一
七
年
以
降
の
保
険
料

(

厚
生
年
金)

年
収
の
一
八
．
三

〇
％
（
労
使
折
半
）
で
固
定

(

国
民
年
金)

一
万
六
千
九
百
円

で
固
定

●
厚
生
年
金
給
付

モ
デ
ル
世
帯
（
夫
四
十
年
加
入
、

妻
は
専
業
主
婦
、
夫
婦
二
人
分
）

で
現
役
世
代
の
平
均
的
な
手
取
り

年
収
の
五
〇
％
以
上
を
確
保

【
事
実
】

　

厚
生
省
試
算
の
物
価
上
昇
率
を

加
味
す
る
と
、
保
険
料
は
も
っ
と

上
が
る
予
測
に
な
り
ま
す
。

　

給
付
額
も
、
年
齢
が
高
く
な
る

と
五
〇
％
を
割
り
込
み
ま
す
。      

�
改
革
�
に
よ
�
て
�

 

未
納
者
は
増
え
る

　

国
民
年
金
の
未
納
率
は
三
七
．

二
％(

二
〇
〇
二
年
度)
学
生
納

付
特
例
者
や
保
険
料
全
額
免
除
者

を
入
れ
る
と
約
半
数
が
保
険
料
を

納
め
て
い
ま
せ
ん
。

　

厚
生
年
金
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

企
業
は
社
会
保
険
料
納
付
額
を
減

ら
す
た
め
に
、
パ
ー
ト
や
請
負
・

派
遣
へ
の
切
り
替
え
、ボ
ー
ナ
ス
・

賃
金
支
給
方
法
の
変
更
な
ど
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
営
が

不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

厚
生
年
金
に
加
入
し
な
い
企
業
も

増
え
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

　
「
重
い
保
険
料
」
が
年
金
制
度

を
空
洞
化
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　

今
回
の
年
金
保
険
料
の
値
上
げ

で
未
納
者
が
増
え
る
の
は
火
を
見

る
よ
り
明
ら
か
で
す
。

 

ひ
ど
す
ぎ
る
�
流
用
問
題
�

　

年
金
積
立
金
の
約
四
分
の
一
を

自
主
運
用
し
て
い
る
厚
労
省
の
特

殊
法
人
「
年
金
資
金
運
用
基
金
」

で
は
こ
の
三
年
間
の
運
用
で
六
兆

円
も
の
損
失
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
庁
事
務
費
へ

の
流
用
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

年
金
保
険
料
で
病
院
や
保
養
施
設

が
建
設
さ
れ
、
天
下
り
の
温
床
に

な
っ
て
い
ま
す
。
職
員
健
康
診
断

の
費
用
に
ま
で
年
金
保
険
料
が
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

一
体
誰
が
こ
の
責
任
を
取
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？

　

抜
本
的
改
革
は

　

格
差
の
是
正
か
ら　

　　

高
収
入
に
有
利
で
、
低
収
入
に

は
過
酷
な
の
が
年
金
制
度
で
す
。

【
保
険
料
納
付
の
逆
進
性
】

　

所
得
に
関
わ
ら
ず
定
額
の
国
民

年
金
保
険
料
は
、
明
か
な
逆
進
性

を
表
し
て
い
ま
す
。  

　

ま
た
、
厚
生
年
金
は
収
入
に
よ

っ
て
三
十
段
階
の
保
険
料
設
定
で

す
が
、
上
限
は
六
十
二
万
円
。
実

際
の
月
給
が
い
く
ら
高
く
と
も
こ

の
三
十
等
級
に
な
り
ま
す
。
そ
の

人
数
二
百
五
万
一
千
人
と
最
多
数
。

　

      　

　　

国
民
年
金
保
険
料
を
所
得
に
応

じ
た
段
階
制
に
す
る
、
厚
生
年
金

保
険
料
上
限
を
高
く
設
定
し
、
多

段
階
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す 
。     

【
六
十
五
歳
以
上
の
所
得
格
差
】      

　
　

グ
ラ
フ
は
六
十
五
歳
以
上
の

人
口
と
所
得
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

年
収
八
十
万
円
以
下
の
所
得
人

口
は
四
〇
％
に
も
の
ぼ
り
ま
す
が
、

そ
の
金
額
は
六
十
五
歳
以
上
の

人
々
が
得
る
所
得
の
わ
ず
か
六
％
。

か
た
や
六
百
万
円
以
上
の
人
た
ち

の
所
得
平
均
は
千
百
八
十
三
万
円
。

人
口
で
四
％
に
す
ぎ
な
い
人
々
が

実
に
所
得
の
二
十
四
％
を
独
占
し

私
の
求
め
る

年
金
制
度
改
革

１
ま
ず
、
年
金
の
基
礎
デ
ー

　

タ
を
公
表
す
る
。

２
年
金
制
度
を
一
元
化
す
る
。

３
納
付
・
給
付
は
、
所
得
に

　

合
わ
せ
て
決
定
す
る
。

４
公
的
年
金
制
度
は
就
労
が

　

出
来
な
く
な
っ
た
場
合
の

　

生
活
保
障
制
度
と
考
え
、

　

そ
れ
以
上
の
給
付
を
求
め

　

る
時
は
、
共
済
や
保
険
な

　

ど
を
個
々
人
が
利
用
す
る
。

５
財
源
に
税
金
を
当
て
る
比

　

重
を
高
く
す
る
。(

当
面

　

二
分
の
一
ま
で
引
上
げ)

　

た
だ
し
、
消
費
税
の
財
源

　

化
に
は
反
対
。


